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●  今回の調査では、先にインターネットでの回答を受付け、インターネットで回答のなかった世
帯には紙の調査票を配付して調査を行います。インターネットでの回答は、調査員が9月10日
から配布する「インターネット回答の利用者情報」および「インターネット回答の操作ガイド」
をご用意いただき、9月20日までにお願いします。

※ インターネットで回答いただいた世帯は、紙の調査票に記入する必要がありませんので、以後調査員が訪問す
ることはございません。

　国勢調査が始まっています。国勢調査は、日本国内に住む全ての人を対象とする国の最も重要
な統計調査で、統計法に基づいて5年に一度実施されます。

国勢調査では、インターネットでの回答を推進しています。
パソコンやスマートフォンなどから回答することができます。

　インターネット回答に続き、9月26日からは紙の調査票による調査も始まります。
　調査員が順次世帯を訪問しますので、ご協力ください。

● 記入いただいた調査票は、10月7日までに調査員に直接提出いただくか、郵送提出用の封筒に
入れて郵送でも提出いただけます。

※ 調査票は外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には、完全に溶かして再生紙として生
まれ変わります。
〇 調査の内容、記入方法などについて、わからない点がありましたら下記コールセンターにお問合せくだ
さい。

まもなく紙の調査票も始まります！

▶問合せ　国勢調査知立市実施本部（☎81－2721）

〈国勢調査コールセンター〉

※ IP 電話の場合
　03－4330－2015

0570-07-2015

■設置期間／10月31日まで
■受付時間／午前8時～午後9時（土・日・祝日にもご利用になれます）
※おかけ間違いのないようにご注意ください。※ナビダイヤルの通話料
金は、一般の固定電話の場合、全国一律で市内通話料金でご利用いただ
けます。携帯電話・PHSの場合は、それぞれ所定の通話料金となります。
※ IP 電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。


